
休日部活動の段階的な地域移行について

Ⅰ 区の推進計画（素案）の概要

令和８年度以降、休日の部活動を学校外の団体が運営するクラブ活動に移行していきます。
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■国（スポーツ庁・文化庁）は、今後、「学校部活動」は学校と
連携して行う「地域クラブ活動」に移行することとしています。
■区では、休日の活動の段階的な移行に向け、様々な団体と連携
した試行事業を行いつつ、8年度以降の推進計画策定を進めてい
ます。

Ⅱ部活動の地域移行に関する区の取組

江東区における「部活動の地域移行」に関する情報は区公式ホームページ及び

X（旧Twitter）において発信しております。
今後も随時更新予定ですのでぜひご覧ください。

休日

X
（旧Twitter）

【問合せ】江東区教育委員会事務局教育支援課部活動改革推進担当 ３６４７－９３０７

7年３月より、区の推進計画（素案）への意見募集を行います。
※詳細は江東区報などを通じてお知らせします。
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□推進計画の策定 □段階的に休日の部活動を地域クラ
ブ活動へ移行

□地域の団体が実施している活動を
集約して情報提供

□試行事業の実施

７年度は、８年度以降を見据えた試行事業を一部の部活動で実施予定です。

□民間企業等の運営団体が休日
の指導者をマッチングし、クラ
ブ活動を運営していきます。

□学校外の団体が実施している
活動を集約し情報提供できる仕
組みも構築していきます。
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